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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】軸筒の持ち替えや両手による操作を必要とせず
、筆記体の出没操作が容易に行える出没式筆記具を提供
する。
【解決手段】軸筒２内に、キャップ体５と、該キャップ
体５の後方に配した筆記体と、筆記体とキャップ体５と
の間に配した弾発体とを備え、軸筒の側面に設けた窓部
２１ａに、キャップ体５及び筆記体に当接する押動体４
を装着し、キャップ体５が、筆記体が挿通する筒部５１
と、筒部５１の前方に延設した複数の挟持片５３と、筒
部５１の前方で挟持片５３間に配したチューブ５２とを
有し、軸筒２前方の内面に、挟持片５３が摺動し前方へ
向かって先窄む摺動面を設け、押動体４またはキャップ
体５に、軸筒２の内面における窓部２１ａ側に後端を有
し窓部２１ａの反対側に前端を有するよう形成した前方
斜面を設け、押動体４または筆記体に、軸筒２の内面に
おける窓部２１ａ側に前端を有し窓部２の反対側に後端
を有するよう形成した後方斜面を設ける。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸筒内に筆記体を収容し、前記軸筒の開口より前記筆記体の筆記端を出没可能にした出
没式筆記具であって、
　前記軸筒内に、キャップ体と、該キャップ体の後方に配した前記筆記体と、該筆記体と
当該キャップ体との間に配した弾発体と、を備え、
　前記軸筒の側面に設けた窓部に、前記キャップ体及び前記筆記体に当接する押動体を装
着し、
　前記キャップ体が、前記筆記体が挿通する筒部と、該筒部の前方に延設した複数の挟持
片と、前記筒部の前方で前記挟持片間に配したチューブと、を有し、
　前記軸筒前方の内面に、前記挟持片が摺動し前方へ向かって先窄む摺動面を設け、
　前記押動体または前記キャップ体に、前記軸筒の内面における前記窓部側に後端を有し
該窓部の反対側に前端を有するよう形成した前方斜面を設け、
　前記押動体または前記筆記体に、前記軸筒の内面における前記窓部側に前端を有し該窓
部の反対側に後端を有するよう形成した後方斜面を設け、
　前記筆記端が前記キャップ体の内方に収容された状態においては、
　前記弾発体が前記キャップ体を前方へ弾発することで、前記軸筒の摺動面により前記二
つの挟持片が弾性変形しながら接近して前記チューブを潰すように挟持して該キャップ体
の前方が閉塞され、
　前記押動体を前記軸筒の軸径方向へ押動して前記筆記端を該軸筒の開口より突出させる
際には、
　前記弾発体を圧縮しながら、前記前方斜面で前記キャップ体を後退させると共に前記後
方斜面で前記筆記体を前進させ、前記複数の挟持片が前記摺動面を摺動して該挟持片の弾
性力で互いに離間しながら後退し、前記筆記端が前記軸筒の開口より突出されることを特
徴とした出没式筆記具。
【請求項２】
　軸筒内に筆記体を収容し、前記軸筒の開口より前記筆記体の筆記端を出没可能にした出
没式筆記具であって、
　前記軸筒内に、キャップ体と、該キャップ体の後方に配した前記筆記体と、該筆記体を
後方へ弾発する弾発体と、を備え、
　前記軸筒の側面に設けた窓部に、前記キャップ体及び前記筆記体に当接する押動体を装
着し、
　前記キャップ体が、前記筆記体が挿通する筒部と、該筒部の前方に延設した複数の挟持
片と、前記筒部の前方で前記挟持片間に配したチューブと、を有し、
　前記軸筒前方の内面に、前記挟持片が摺動し後方へ向かって先窄む摺動面を設け、
　前記押動体または前記筆記体に、前記軸筒の内面における窓部側に前端を有し該窓部の
反対側に後端を有するよう形成した押動斜面を設け、
　前記筆記端が前記キャップ体の内方に収容された状態においては、
　前記弾発体が前記筆記体を後方へ弾発することで、前記筆記体に連結されたキャップ体
が後退し、
　軸筒の傾斜面により前記複数の挟持片が弾性変形しながら接近して前記チューブを潰す
ように挟持して該キャップ体の前方が閉塞され、
　前記押動体を前記軸筒の軸径方向へ押動して前記筆記端を該軸筒の開口より突出させる
際には、
　前記弾発体を圧縮しながら、前記押動斜面で前記筆記体を前進させ、前記挟持片が前記
摺動面を摺動して該挟持片の弾性力で互いに離間しながら前進し、
　前記筆記端が前記軸筒の開口より突出されることを特徴とした出没式筆記具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、軸筒内に筆記体を収容し、前記軸筒の開口より前記筆記体の筆記部を出没可
能にした出没式筆記具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、軸筒内に収容した筆記体の筆記端を、軸筒に設けた操作体を操作することで、軸
筒の開口より出没可能にした出没式筆記具はよく知られている。
　例えば特許文献１（特開平１１－７０７７９号公報）には、軸筒後方のノック体のノッ
ク操作により、軸筒内に収容した筆記体（ボールペンレフィル）の筆記端を軸筒の開口よ
り出没させる出没式筆記具が記載されている。また特許文献２（特開２００７－２８３５
３７号公報）には、前軸と後軸とを相対的に回動操作することにより、軸筒内に収容した
筆記体（ボールペンレフィル）の筆記端を軸筒の開口より出没させる出没式筆記具が記載
されている。
【０００３】
　前記特許文献１や特許文献２に記載された出没式筆記具では、筆記端を突出させる際に
一度繰り出しのための操作を行い、筆記端を没入させる際に再度没入のための操作を行う
必要がある。
　このように筆記体の突出や没入の際に、それぞれの操作が必要な出没式筆記具では、筆
記目的で使用されるボールペンのように筆記具を連続して使用し続ける場合には、特に手
間と感じることは少ないが、例えば目的部分に線を引く際に短時間だけ使用される蛍光マ
ーカーのような筆記具、あるいはボールペンであっても、胸ポケットから筆記具を取り出
して手帳に筆記を行う場合など、ごく短時間の筆記のために筆記具を使用したい場合には
、その操作が手間に感じられることがある。
　さらに、特許文献１のようなノック式の出没式筆記具では、軸筒の後方にあるノック体
を操作して筆記体の出没を行うため、軸筒の前後を反転させるような持ち替えが必要とな
る。また、特許文献２のような回転式の出没式筆記具では、片手で前軸を把持し、残りの
手で後軸を把持して軸線周りに相対回転させることで筆記体の出没操作を行うため、両手
による操作が必要となる。このような軸筒の持ち替えや両手を必要とする操作は、前述の
通り短時間だけ使用したい場合に特に煩わしさを感じることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－７０７７９号公報
【特許文献２】特開２００７－２８３５３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記問題を鑑みて、軸筒の持ち替えや両手による操作を必要とせず、筆記体
の出没操作が容易に行える出没式筆記具を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、
「１．軸筒内に筆記体を収容し、前記軸筒の開口より前記筆記体の筆記端を出没可能にし
た出没式筆記具であって、
　前記軸筒内に、キャップ体と、該キャップ体の後方に配した前記筆記体と、該筆記体と
当該キャップ体との間に配した弾発体と、を備え、
　前記軸筒の側面に設けた窓部に、前記キャップ体及び前記筆記体に当接する押動体を装
着し、
　前記キャップ体が、前記筆記体が挿通する筒部と、該筒部の前方に延設した複数の挟持
片と、前記筒部の前方で前記挟持片間に配したチューブと、を有し、
　前記軸筒前方の内面に、前記挟持片が摺動し前方へ向かって先窄む摺動面を設け、
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　前記押動体または前記キャップ体に、前記軸筒の内面における前記窓部側に後端を有し
該窓部の反対側に前端を有するよう形成した前方斜面を設け、
　前記押動体または前記筆記体に、前記軸筒の内面における前記窓部側に前端を有し該窓
部の反対側に後端を有するよう形成した後方斜面を設け、
　前記筆記端が前記キャップ体の内方に収容された状態においては、
　前記弾発体が前記キャップ体を前方へ弾発することで、前記軸筒の摺動面により前記二
つの挟持片が弾性変形しながら接近して前記チューブを潰すように挟持して該キャップ体
の前方が閉塞され、
　前記押動体を前記軸筒の軸径方向へ押動して前記筆記端を該軸筒の開口より突出させる
際には、
　前記弾発体を圧縮しながら、前記前方斜面で前記キャップ体を後退させると共に前記後
方斜面で前記筆記体を前進させ、前記複数の挟持片が前記摺動面を摺動して該挟持片の弾
性力で互いに離間しながら後退し、前記筆記端が前記軸筒の開口より突出されることを特
徴とした出没式筆記具。
　２．軸筒内に筆記体を収容し、前記軸筒の開口より前記筆記体の筆記端を出没可能にし
た出没式筆記具であって、
　前記軸筒内に、キャップ体と、該キャップ体の後方に配した前記筆記体と、該筆記体を
後方へ弾発する弾発体と、を備え、
　前記軸筒の側面に設けた窓部に、前記キャップ体及び前記筆記体に当接する押動体を装
着し、
　前記キャップ体が、前記筆記体が挿通する筒部と、該筒部の前方に延設した複数の挟持
片と、前記筒部の前方で前記挟持片間に配したチューブと、を有し、
　前記軸筒前方の内面に、前記挟持片が摺動し後方へ向かって先窄む摺動面を設け、
　前記押動体または前記筆記体に、前記軸筒の内面における窓部側に前端を有し該窓部の
反対側に後端を有するよう形成した押動斜面を設け、
　前記筆記端が前記キャップ体の内方に収容された状態においては、
　前記弾発体が前記筆記体を後方へ弾発することで、前記筆記体に連結されたキャップ体
が後退し、
　軸筒の傾斜面により前記複数の挟持片が弾性変形しながら接近して前記チューブを潰す
ように挟持して該キャップ体の前方が閉塞され、
　前記押動体を前記軸筒の軸径方向へ押動して前記筆記端を該軸筒の開口より突出させる
際には、
　前記弾発体を圧縮しながら、前記押動斜面で前記筆記体を前進させ、前記挟持片が前記
摺動面を摺動して該挟持片の弾性力で互いに離間しながら前進し、
　前記筆記端が前記軸筒の開口より突出されることを特徴とした出没式筆記具。」である
。
【０００７】
　本発明の出没式筆記具は、筆記体を没入させた状態においては、軸筒の内部で筆記体の
筆記端を保護しながらキャップ体により気密性を確保することができると共に、軸筒前方
の押動体を軸径方向へ押動することで筆記体を突出させ、押動体を押動する力を開放する
ことで筆記端を没入させることができることから、軸筒の持ち替えや両手による操作を必
要とせず、筆記体の出没操作を容易に行うことができる。
【０００８】
　押動体を軸筒の軸径方向へ押動することにより、筆記体の前進やキャップ体の後退を行
うことから、キャップ体及び筆記体は、押動体の押圧力に対して軸径方向への移動を規制
し、軸筒の軸心に沿った前後動ができるよう配設する。
　キャップ体及び筆記体の軸径方向への移動を規制する場合には、キャップ体及び筆記体
の一部を軸筒の内面における窓部と反対の内面に摺動するよう、キャップ体及び筆記体に
脚部を設けるとよい。
【０００９】
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　第１の発明における前方斜面及び後方斜面は、それぞれキャップ体及び筆記体に設けて
もよく、両方を押動体に設けてもよく、あるいは、キャップ体に前方斜面を押動体に後方
斜面を、その組み合わせの反対で押動体に前方斜面を筆記体に後方斜面を設けてもよく、
前方斜面及び後方斜面を設ける部材は限定されない。いずれの場合も前方斜面及び後方斜
面に対峙する部材側には、該前方斜面及び後方斜面に当接して摺動する当接部を突設させ
、キャップ体及び筆記体の前後動が滑らかになるようにすることが好ましい。
　筆記体に設ける後方斜面または当接部は、筆記体の側面に対して直接形成してもよく、
あるいは外周を被覆する別部材のスライダーを筆記体に装着して、そのスライダーの側面
に形成してもよい。別部材でスライダーを設ける構造とした場合には、例えばボールペン
レフィルやマーカーなど内部にインキを収容した筆記体を使用する際、筆記によりインキ
が消費され筆記体の交換が必要となった時に、スライダーはそのまま使用し、筆記体だけ
を交換することが可能となる。
【００１０】
　また、第１の発明における軸筒に対する押動体の装着方法は限定されるものではないが
、押動体を押動した際に、前方斜面及び後方斜面でキャップ体及び筆記体の両方を一緒に
摺動させることから、押動体が軸心に対して垂直方向に移動できるように、軸筒の側面に
設けた窓部に対して押動体を遊嵌する構造が好ましい。
【００１１】
　第２の発明における押動斜面は、前記第１の発明と同様に押動体または筆記体に設ける
ことができ、押動斜面に対峙する部材側には、押動斜面に当接して摺動する当接部を突設
させ、筆記体の前後動が滑らかになるようにすることが好ましい。
　筆記体に設ける押動斜面または当接部は、筆記体の側面に対して直接形成してもよく、
あるいは外周を被覆する別部材のスライダーを筆記体に装着して、そのスライダーの側面
に形成してもよい。別部材でスライダーを設ける構造とした場合には、例えばボールペン
レフィルやマーカーなど内部にインキを収容した筆記体を使用する際、筆記によりインキ
が消費され筆記体の交換が必要となった時に、スライダーはそのまま使用し、筆記体だけ
を交換することが可能となる。
【００１２】
　また、第２の発明における軸筒に対する押動体の装着方法は限定されるものではないが
、押動体を押動した際に、押動体で筆記体を押動させることから、押動体を回転運動させ
、その回転運動の中で筆記体を前進させる構造が好適であり、一例として押動体の前方ま
たは後方を軸筒の開口部の前方縁部または後方縁部に係止させ、回動可能に装着し、押動
体への押圧により該押動体が回転運動をしながら筆記体を前進させる構造がある。
【００１３】
　筆記体は、ボールペンレフィル、シャープペンシルユニット、マーカー、万年筆など筆
記端を前端に備えたものであればよい。
　軸筒の外形形状は限定されないが、横断面において四角形状にすることで、軸筒に対す
る押動体やキャップ体及び筆記体の配設が行い易くなる。
　押動体の材質は特に限定されるものではないが、操作性を鑑みて、キャップ体や筆記体
との滑り性を考慮する場合にはポリアセタール樹脂（ＰＯＭ樹脂）やポリブチレンテレフ
タラート樹脂（ＰＢＴ樹脂）、フッ素樹脂が好ましく、外観や強度を重視するのであれば
ポリカーボネート樹脂（ＰＣ樹脂）やアクリル樹脂、アクリロニトリル－ブタジエン－ス
チレン共重合樹脂（ＡＢＳ樹脂）などが適している。
【００１４】
　キャップ体に設ける複数の挟持片は、筒部と一体で形成しても別体で形成してもよいが
、可撓性を有した材質で成形する必要がある。具体的には、ポリアセタール樹脂（ＰＯＭ
樹脂）やポリブチレンテレフタラート樹脂（ＰＢＴ樹脂）、フッ素樹脂が好ましく、外観
や強度を重視するのであればポリカーボネート樹脂（ＰＣ樹脂）やアクリル樹脂、アクリ
ロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合樹脂（ＡＢＳ樹脂）などが適している。
　挟持片は、軸心に対して略並行に筒部から延びるよう形成し、摺動面を摺動することで
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互いが近接するよう弾性変形が行われる。また、複数の挟持片の数に限定はないが、効率
よくチューブを挟持させることを考えると二つで設定した方がよい。
　尚、挟持片の先端部に外方に突出する外方突部を形成することにより、キャップ体が前
後動する際には、挟持片に形成した外方突部のみを軸筒の傾斜面に摺動させ、接触抵抗を
減少することで滑らかに作動させることが可能となる。また、挟持片の先端部に内方に突
出する内方突部を形成することにより、挟持片がチューブを挟持する際に、内方突部のみ
で力が一点に掛かるように挟持してチューブを潰れ易くすることができる。
　チューブを挟持する挟持片は、少なくともチューブと接触する部分を、チューブが潰れ
た時の巾と同等かそれ以上の巾で形成して、チューブの全幅を圧縮して密閉できるように
するとよい。
【００１５】
　キャップ体に設けるチューブは弾性変形可能なものとし、弾性変形のしやすさは材質や
肉厚や直径などで調整することができる。チューブの材質は特に制限はされないが、例え
ば、ポリテトラフルオロエチレン樹脂（ＰＴＦＥ）、ポリクロロトリフルオロエチレン樹
脂（ＰＣＴＦＥ）、ポリエチレン樹脂（ＰＥ）、ポリプロピレン樹脂（ＰＰ）、エチレン
・ビニルアルコール共重合樹脂（ＥＶＯＨ）等が好適な材質として挙げられ、その構造は
単層でも積層でもよく、積層の場合、ポリテトラフルオロエチレン樹脂（ＰＴＦＥ）とエ
ラストマーとの組み合わせや、ポリエチレン樹脂（ＰＥ）やエチレン・ビニルアルコール
共重合樹脂（ＥＶＯＨ）との組み合わせが弾性力が高くなり好適である。
　また、チューブの外径や肉厚などの形状や寸法については特に制限されないが、チュー
ブの内径寸法は、筆記端がチューブ内を挿通できる寸法にする必要がある。また、チュー
ブの肉厚は、０．２ｍｍ～１．５ｍｍの範囲で設定することで適度な弾性力が得られ、挟
持片がチューブを挟持してキャップ体の前方を閉塞しやすいものとなり、またチューブが
挟持片で挟持された状態から解放された際には弾性力でチューブが元の状態に戻りやすい
ものとなる。
【００１６】
　さらに、キャップ体の後方内面にＯリングなどの弾性体を固設して筆記体の外面に接触
させる構造とすることにより、該Ｏリングと前記チューブとでキャップ体の前後を気密状
態にすることができ、筆記体がボールペンレフィル、マーカー、万年筆などインキを用い
たものである場合にも、乾燥を防止することが可能となる。
【００１７】
　また、蛍光マーカーなど筆記体が板状の筆記端を有したマーカーの場合には、筆記端の
両側に形成された平面部が押動体の移動方向に対し直交する方向に平面を有することによ
り、押動体を親指で押動した際に、その親指と同じ位置に筆記端の平面が位置することか
ら、その結果、自然とマーカーで線を引く際の筆記端の向き（筆跡が巾広くなる向き）で
書き始めることが可能となり利便性が向上する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の出没式筆記具によれば、筆記体を没入させた状態においては、軸筒の内部で筆
記体の筆記端を保護しながらキャップ体で気密性を確保することができると共に、軸筒前
方の押動体を軸径方向へ押動することで筆記体を突出させ、押動体を押動する力を開放す
ることで筆記体を没入させることができることから、軸筒の持ち替えや両手による操作を
必要とせず、筆記体の出没操作を容易に行うことができる出没式筆記具を得ることが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第一実施形態の出没式筆記具の平面図である。
【図２】第一実施形態の出没式筆記具の側面図である。
【図３】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図４】第一実施形態の出没式筆記具の要部拡大一部断面図である。
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【図５】第一実施形態のキャップ体を取り外した状態の斜視図である。
【図６】第一実施形態の出没式筆記具の作動状態を時系列的に示した図である。
【図７】第一実施形態の出没式筆記具の変形例である。
【図８】第二実施形態の出没式筆記具の平面図である。
【図９】第二実施形態の出没式筆記具の側面図である。
【図１０】図８のＢ－Ｂ線断面図である。
【図１１】第二実施形態の出没式筆記具の要部拡大一部断面図である。
【図１２】第二実施形態のキャップ体を取り外した状態の斜視図である。
【図１３】第二実施形態の出没式筆記具の作動状態を時系列的に示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に添付図面を参照して本実施形態の出没式筆記具を詳細に説明する。本実施形態の
説明では筆記端がある側を前方と表現し、その反対側を後方と表現する。また図における
上下方向を軸径方向と表現する。
【００２１】
　図１から図６を用いて第一実施形態の出没式筆記具について説明を行う。
　図１は、第一実施形態の出没式筆記具の平面図である。図２は、第一実施形態の出没式
筆記具の側面図である。図３は、図１のＡ－Ａ線断面図である。図４は、第一実施形態の
出没式筆記具の要部拡大一部断面図である。図５は、第一実施形態のキャップ体を取り外
した状態の斜視図である。図６は、第一実施形態の出没式筆記具の作動状態を時系列的に
示した図である。
【００２２】
　本実施の形態の出没式筆記具１は、軸筒２と、該軸筒２内に収容される筆記体３と、軸
筒２の外面より軸径方向外方へ突出する押動部４ａを備え且つ該軸筒２内に一部が収容さ
れる平面視が長方形状の押動体４とを備え、該押動体４を軸径方向へ押動及び押動する力
を解放することにより前記筆記体３のペン先３１を軸筒２の前端孔２ａより出没自在にさ
せる出没式筆記具である。
【００２３】
　前記筆記体３は、繊維を収束させて形成したペン先３１が前端開口部に圧入固着された
インキ収容管３２と、インキ収容管３２の後方を被覆する尾冠３３と、前記インキ収容管
３２内の繊維束に充填された蛍光のインキ３４とを備える。
　ペン先３１は筆記端３１ａをインキ収容管３２から露出させ、軸部３１ｂをインキ収容
管３２の細径部３２ａに挿着してある。
【００２４】
　前記押動体４は、軸筒２の側面（図面における上面）に設けた長方形状の窓部２１ａに
挿着され、押動体４が軸心に対して垂直に移動できるように窓部２１ａに対して遊嵌され
る。また、押動体４は、両側壁４ｂの前後に設けた突部４ｃにより、押動体４が窓部２１
ａから外れないようにしてある。
前記押動体４は、両側壁４ｂに、窓部２１ａ側に後端を有し該窓部２１ａの反対側に前端
を有する前方斜面４１が前方に形成され、窓部２１ａ側に前端を有し該窓部２１ａの反対
側に後端を有する後方斜面４２が後方に形成されている。
【００２５】
　前記軸筒２の内部前方には、前記ペン先３１が挿通するキャップ体５が配設されている
。
　キャップ体５は、前記筆記体のペン先３１が挿通する筒部５１と、筒部５１の前方部５
１ａを挿着させたチューブ５２とを有する。筒部５１の前方には上下に配した二つの挟持
片５３を延設してある。挟持片５３の前端部には、外方に突出する外方突部５３ａと、内
方に突出する内方突部５３ｂとを形成してある（図５参照）。
　キャップ体５の筒部５１の内方にはＯリング５４が固設されており（図３参照）、筆記
体３の外周面にＯリング５４が接することでキャップ体５の後方が密閉状態となるように
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してある。
【００２６】
　キャップ体５の側面には前記前方斜面４１に当接する当接部５ｔを突設し、筆記体３の
側面には前記後方斜面４２に当接する当接部３ｔを突設してある。キャップ体５の下方に
脚部５５を設け、筆記体３の下方に脚部３５を設け、各脚部が軸筒２の窓部２１ａと反対
の内面に摺動するようにしてある。
【００２７】
　キャップ体５と筆記体３との間にはコイルスプリング６が配設されており、常時、キャ
ップ体５と筆記体３とが離間する前後方向へ弾発力が働くようにしてある。コイルスプリ
ング６によるキャップ体５の前進は、押動体４の前方斜面４１にキャップ体５の当接部５
ｔが当接することで規制され、コイルスプリング６による筆記体３の後退は、押動体４の
後方斜面４２に筆記体３の当接部３ｔが当接することで規制される。
【００２８】
　図４に示す通り本実施形態では、軸筒２の前方内面に前方へ向かって先窄む摺動面２１
ｂを設け、前記挟持片５３の外方突部５３ａが摺動するようにしてある。
　本実施形態の出没式筆記具１は、筆記体３が軸筒２内に没入した状態で、筆記体３の後
端３ａが軸筒２の後端内面２ｂに接することで、コイルスプリング６による弾発力はキャ
ップ体５を前進させる弾発力として働き、前方へ向かって先窄む摺動面２１ｂにより二つ
の挟持片５３が互いに近接するよう内方へ撓んだ状態に弾性変形し、挟持片５３の内方突
部５３ｂによりチューブ５２の前方部が圧縮されるよう弾性変形することで、キャップ体
５の前方が閉塞され、キャップ体５の内部が気密状態となり、インキ３４の乾燥が防止さ
れ、筆記端３１ａが保護される。
【００２９】
　次に、図６を用いて本実施形態の出没式筆記具を作動させる状態の説明を行う。
　図６は、出没式筆記具の作動状態を一部断面化して側面から見た図であり時系列的に示
した図である。
　図６Ａは、図１から図４に示された出没式筆記具１の状態であり軸筒２に筆記体３が没
入した状態である。
　図６Ｂは、図６Ａの状態から押動体４の押動部４ａを軸筒２の軸径方向（図の下方）へ
少し押動した状態の図である。この状態で押動体４の前方斜面４１と後方斜面４２は軸筒
２の中心線側へ移動し、前方斜面４１と後方斜面４２とで摺動された当接部３ｔと当接部
５ｔとが少し近づく。
　図６Ｃは、図６Ｂの状態から押動体４の押動部４ａを軸筒２の軸径方向へさらに押動し
た状態の図である。この状態で押動体４の前方斜面４１と後方斜面４２の下端が軸筒２の
中心線近傍まで移動し、前方斜面４１と後方斜面４２とで摺動された当接部３ｔと当接部
５ｔとがさらに近づく。この際、当接部５ｔに従動するキャップ体５の後退により二つの
挟持片５３も後退し、摺動面２１ｂを摺動して撓んだ状態から解放され、チューブ５２も
その弾性力により挟持片５３で圧縮された状態から図５に示した元の状態へ復元して開放
される。また、当接部３ｔに従動する筆記体３の前進により筆記端３１ａも前進するが、
その際、チューブ５２が同時に挟持片５３から解放されて復元するようにしたことで、筆
記端３１ａがチューブ５２に触れることなく前進される。これによりチューブ５２の開口
部５２ａのインキによる汚損が防止され、またペン先３１の損傷を防止することもでき、
さらにペン先３１が他部材に触れないことから抵抗が生じ難く、ペン先３１の突出動作を
滑らかに行うことができる。
　図６Ｄは、図６Ｃの状態から押動体４の押動部４ａを軸筒２の軸径方向へまたさらに押
動した状態の図である。この状態で押動体４の前方斜面４１と後方斜面４２の下端が軸筒
２の中心線を越えて下方に移動し、前方斜面４１と後方斜面４２とで摺動された当接部３
ｔと当接部５ｔとがまたさらに近づき、前進した筆記体３の筆記端３１ａが軸筒２の前端
孔２ａから少し突出する。
　図６Ｅは、図６Ｄの状態から押動体４の押動部４ａを軸筒２の軸径方向へ完全に押動し
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た状態の図である。この状態で押動体４の押動部４ａは軸筒２の上面と一致し、押動体４
の前方斜面４１と後方斜面４２の下端が軸筒２の内面における窓部２１ａの反対側まで寄
り、前方斜面４１と後方斜面４２とで摺動された当接部３ｔと当接部５ｔはコイルスプリ
ング６が完全圧縮されるまで近づき、前進した筆記体３の筆記端３１ａが軸筒２の前端孔
２ａから完全に突出して筆記可能状態となる。
【００３０】
　図６Ｅで示した筆記端３１ａを突出させた状態での筆記時においては、筆圧の反力が押
動体４を軸径方向の反対側（図面上方）へ戻そうとする力として働くが、押動体４を押動
する力の向きと筆記時に軸筒２を把持する力の向きとが同じであることから、結果、筆記
端３１ａを突出状態で維持させるロック機構がなくとも、筆記端３１ａを突出させた状態
を維持して筆記を行うことができる。
【００３１】
　図６Ｅの状態で押動体４を押動する力を開放することにより、図６Ｅから図６Ａの状態
へ逆に作動しながら筆記端３１ａが軸筒２内に没入し、再度キャップ体５で気密状態が保
持され、インキ３４の乾燥が防止され、筆記端３１ａが保護される。
　尚、筆記端３１ａが没入する際にも、筆記端３１ａがキャップ体のチューブ５２に触れ
ることなく没入し、次いで挟持片５３でチューブ５２が閉じられるようにしてあり、筆記
端３１ａの突出時と同様に、チューブ５２の開口部５２ａのインキによる汚損が防止され
、またペン先３１の損傷を防止することもでき、ペン先３１が他部材に触れないことから
抵抗が生じ難く、ペン先３１の没入動作を滑らかに行うことができる。
　また、本実施形態では、キャップ体５及び筆記体３の軸径方向への移動を規制するため
に、キャップ体５の下方に脚部５５を設け、筆記体３の下方に脚部３５を設け、軸筒２の
窓部２１ａと反対の内面に摺動させる構造とした。
【００３２】
　本実施形態の出没式筆記具１は、押動体４をポリアセタール樹脂（ＰＯＭ樹脂）で成形
し、キャップ５の挟持片５３を筒部５１と共にポリアセタール樹脂（ＰＯＭ樹脂）で成形
し、チューブ５２をポリテトラフルオロエチレン樹脂（ＰＴＦＥ）で成形する。尚、チュ
ーブ５２は肉厚０．８ｍｍで外径１０ｍｍ（内径８．４ｍｍ）の円筒状であり、最大外形
寸法５ｍｍのペン先３１を、内部に触れさせることなく十分に収容することができる。
　また、チューブ５２と接触する挟持片５３の内方突部５３ｂの巾は１６ｍｍとしてあり
、チューブ５２の全幅を圧縮して密閉できるようにしてある。
　さらに、本実施形態の筆記体３１の筆記端３１ａは先窄みの板状であり、筆記端３１ａ
の両側（図面上下）に形成された平面部３１１ａ，３１２ａ（図６、図６Ｅ参照）が押動
体４の移動方向に対し直交する方向に設けられていることから、押動体４を親指で押動し
た際に、その親指と同じ位置に筆記端３１ａの平面部３１１ａ，３１２ａが位置すること
から、自然と線を引く際の筆記端３１ａの向き（筆跡が巾広くなる向き）で書き始めるこ
とが可能となり、蛍光マーカーなど板状の筆記端の筆記具において好適である。
【００３３】
　図７は変形例による出没式筆記具の作動状態を一部断面化にして側面から見た図である
。図７Ａは筆記端を没入させた状態を示し、図７Ｂは筆記端を突出させた状態を示す。　
出没式筆記具１１は軸筒２の窓部２１ａに押動体１４を装着してある。前記押動体１４は
、軸筒２の上面に設けた長方形状の窓部２１ａに挿着されており、両側壁４ｂの前後に設
けた突部４ｃにより、押動体１４が窓部２１ａから外れないようにしてある。また、押動
体４の前後には当接部１４ｔ１，１４ｔ２をそれぞれ突設してあり、キャップ体１５の側
面に設けた前方斜面１５１と、筆記体３の側面に設けた後方斜面１３５とにそれぞれ当接
するようにしてある。
　キャップ体１５の前方斜面１５１と筆記体３の後方斜面１３５との間にはコイルスプリ
ング６が配設されており、常時、キャップ体１５と筆記体１３とが離間する方向へ弾発力
が働くようにしてある。コイルスプリング６によるキャップ体１５の前進は、前方斜面１
５１に押動体１４の当接部１４ｔ１が当接することで規制され、コイルスプリング６によ
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る筆記体１３の後退は、後方斜面１３５に押動体１４の当接部１４ｔ２が当接することで
規制される。
　その他の構成は前述の出没式筆記具１と略同様である。このため、図７の出没式筆記具
１１において前述の出没式筆記具１と共通する構成部分には同様の符号を付し、その詳細
な説明を省略する。
【００３４】
　以上のような出没式筆記具１１は、前述の出没式筆記具１と同様に、図７Ａに示す状態
（図６における図６Ａの状態）では、筆記端（不図示）が軸筒２内に没入している。
　押動体１４の押動部４ａを軸径方向（図の下方）へ押動することで、押動体１４の前方
に形成した当接部１４ｔ１でキャップ体１５を後退させ、押動体１４の後方に形成した当
接部１４ｔ２で筆記体１３の後方斜面１３５を前進させ、図７Ｂに示すように前進した筆
記体３０の筆記端３１ａが軸筒２の前端孔２ａから完全に突出して筆記可能状態となる。
　また、図７Ｂの状態で押動体１４を押動する力を開放することにより、図７Ｂから図７
Ａの状態となり、筆記端３１ａが軸筒２内に没入し、再度キャップ体１５で気密状態が保
持され、インキの乾燥が防止され、筆記端が保護される。
【００３５】
　次に、図８から図１３を用いて第二実施形態の出没式筆記具について説明を行う。
　図８は、第二実施形態の出没式筆記具の平面図である。図９は、第二実施形態の出没式
筆記具の側面図である。図１０は、図８のＢ－Ｂ線断面図である。図１１は、第二実施形
態の出没式筆記具の要部拡大一部断面図である。図１２は、第二実施形態のキャップ体を
取り外した状態の斜視図である。図１３は、第二実施形態の出没式筆記具の作動状態を時
系列的に示した図である。
【００３６】
　本実施の形態の出没式筆記具２１は、軸筒２２と、該軸筒２２内に収容される筆記体２
３と、軸筒２２の外面より軸径方向外方へ突出する押動部４ａを備え且つ該軸筒２２内に
一部が収容される平面視が長方形状の押動体２４とを備え、該押動体２４を軸径方向へ押
動及び押動する力を解放することにより前記筆記体２３のペン先３１を軸筒２２の前端孔
２ａより出没自在にさせる出没式筆記具である。
【００３７】
　前記筆記体２３は、繊維を収束させて形成したペン先３１が前端開口部に圧入固着され
たインキ収容管３２と、インキ収容管３２の後方を被覆する尾冠３３と、前記インキ収容
管３２内の繊維束に充填された蛍光のインキ３４とを備える。
　ペン先３１は筆記端３１ａをインキ収容管３２から露出させ、軸部３１ｂをインキ収容
管３２の細径部３２ａに挿着してある。
【００３８】
　前記押動体２４は、軸筒２２の側面（図面における上面）に設けた長方形状の窓部２１
ａに挿着され、押動体２４が回動できるように窓部２１ａの前方縁部に対して、押動体２
４の前方に形成した切欠溝２４ｄを係止させてある。また、押動体２４は、両側壁４ｂの
後方に設けた突部４ｃにより、押動体２４が窓部２１ａから外れないようにしてある。
　前記押動体２４は、両側壁４ｂの後端部に下方へ突出する当接部２４ｔを突設してあり
、筆記体２３の側面に設けた押動斜面２３５に当接するようにしてある。前記押動斜面２
３５は窓部２１ａ側に前端を有し該窓部２１ａの反対側に後端を有している。
【００３９】
　前記軸筒２２の内部前方には、前記ペン先３１が挿通するキャップ体２５が配設されて
いる。
　キャップ体２５は、前記筆記体のペン先３１が挿通する筒部５１と、筒部５１の前方部
５１ａを挿着させたチューブ５２とを有する。筒部５１の前方には上下に配した二つの挟
持片５３を延設してある。挟持片５３の前端部には、外方に突出する外方突部５３ａと、
内方に突出する内方突部５３ｂとを形成してある。
　キャップ体２５の筒部５１の内方にはＯリング５４が固設されており（図１０参照）、
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筆記体２３の外周面にＯリング５４が接することでキャップ体２５の後方が密閉状態とな
るようにしてある。
【００４０】
　軸筒２２の内部には筒部材２ｔが圧入により固着されており、筒部材２ｔと筆記体２３
との間にはコイルスプリング６が配設され、筒部材２ｔの内方に筆記体２３が遊嵌してコ
イルスプリング６の弾発力に抗して前進し、コイルスプリング６の弾発力により筆記体２
３が後退されるようにしてある。
【００４１】
　図１１に示す通り本実施形態では、軸筒２２の前方内面に後方へ向かって先窄む摺動面
２２１ｂを設け、前記挟持片５３の外方突部５３ａが摺動するようにしてある。また、本
実施形態の出没式筆記具２１は、筆記体２３が軸筒２２内に没入した状態で、コイルスプ
リング６による弾発力で筆記体２３が後方へ付勢され、図１０に示す筆記体２３の係止突
部２３ｋがキャッ体２５の係止受部２５ｋに後退不能に係止されることで、筆記体２３の
後退に伴いキャップ体２５も後退し、後方へ向かって先窄む摺動面２２１ｂにより二つの
挟持片５３が互いに近接するよう内方へ撓むように弾性変形し、挟持片５３の内方突部５
３ｂによりチューブ５２の前方部が圧縮されるよう弾性変形することで、キャップ体２５
の前方が閉塞され、キャップ体５の内部が気密状態となり、インキ３４の乾燥が防止され
、筆記端３１ａが保護される。
【００４２】
　尚、本実施形態では、前記摺動面２２１ｂを、軸筒２２の内部に嵌着した駒部材２２ｃ
の前方に形成してあり、駒部材２２ｃは、中央に前後に延びる溝部２２１ｃを設けてある
（図１１参照）。
　図１２に示すように、挟持片５３の腕部５３ｃは、溝部２２１ｃの巾より狭い巾で形成
してあり、溝部２２１ｃの内部で前後動可能に挿通され、挟持片５３の外方突部５３ａと
内方突部５３ｂは、溝部２２１ｃの巾より広い巾で形成してあり、溝部２２１ｃに挿通す
ることなく、内方突部５３ｂが摺動面２２１ｂを摺動できるようにしてある。
　前述の出没式筆記具１と共通する構成部分には同様の符号を付し、その詳細な説明を省
略する。
【００４３】
　次に、図１３を用いて本実施形態の出没式筆記具を作動させる状態の説明を行う。
　図１３は、出没式筆記具の作動状態を一部断面化して側面から見た図であり時系列的に
示した図である。
　図１３Ａは、図８から図１１に示された出没式筆記具２１の状態であり軸筒２２に筆記
体２３が没入した状態である。
　図１３Ｂは、図１３Ａの状態から押動体２４の押動部４ａを軸筒２の軸径方向（図の下
方）へ少し押動した状態の図である。この時、押動体２４は、切欠溝２４ｄを支点に回動
運動をすることとなり、押動体２４の当接部２４ｔの下端が軸筒２２の中心線側へ移動し
、当接部２４ｔが摺動した押動斜面２３５が少し前進する。この際、キャップ体２５に固
設したＯリング５４が、筆記体２３の外周面に接していることから、筆記体２３の前進に
伴い、キャップ体２５も前進される。
　図１３Ｃは、図１３Ｂの状態から押動体２４の押動部４ａを軸筒２２の軸径方向へさら
に押動した状態の図である。この状態で押動体２４の当接部２４ｔの下端が軸筒２の中心
線近傍まで移動し、当接部２４ｔが摺動した押動斜面２３５がさらに前進する。この際、
筆記体２３に従動したキャップ体２５の前進に伴い、二つの挟持片５３がその弾発力によ
り摺動面２２１ｂを摺動して撓んだ状態から解放され、チューブ５２もその弾性力により
挟持片５３で圧縮された状態から図１２に示した元の状態へ復元して開放される。また、
押動斜面２３５に従動する筆記体２３の前進により筆記端３１ａも前進するが、その際、
チューブ５２が同時に挟持片５３から解放されて復元するようにしたことで、筆記端３１
ａがチューブ５２に触れることなく前進される。これによりチューブ５２の開口部５２ａ
のインキによる汚損が防止され、またペン先３１の損傷を防止することもでき、さらにペ
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ン先３１が他部材に触れないことから抵抗が生じ難く、ペン先３１の突出動作を滑らかに
行うことができる。
　図１３Ｄは、図１３Ｃの状態から押動体２４の押動部４ａを軸筒２２の軸径方向へまた
さらに押動した状態の図である。この状態で押動体２４の当接部２４ｔの下端は軸筒２２
の中心線を越えて下方に移動し、当接部２４ｔが摺動する押動斜面２３５をさらに前進さ
せて、前進した筆記体２３の筆記端３１ａが軸筒２２の前端孔２ａから少し突出する。尚
、図１３Ｄに示す挟持片５３は、外方突部５３ａが軸筒２２の前方内面の傾斜壁２２ｄに
当接することで前進が規制され、結果、キャップ体２５の前進は止まり、筆記体２３だけ
がキャップ体２５のＯリング５４の内面を摺動しながら前進することとなり、その後も同
様に、押動体２４の押動部４ａを押動することで、筆記体２３だけが前進される。
　図１３Ｅは、図１３Ｄの状態から押動体２４の押動部４ａを軸筒２２の軸径方向へ完全
に押動した状態の図である。この状態で押動体２４の押動部４ａは軸筒２２の上面と一致
し、押動体２４の当接部２４ｔの下端は軸筒２２の内面における窓部２１ａの反対側まで
寄り、コイルスプリング６が完全圧縮され、前進した筆記体２３の筆記端３１ａが軸筒２
２の前端孔２ａから完全に突出して筆記可能状態となる。
【００４４】
　図１３Ｅで示した筆記端３１ａを突出させた状態での筆記時においては、筆圧の反力が
押動体２４を軸径方向の反対側（図面上方）へ戻そうとする力として働くが、押動体を押
動する力の向きと筆記時に軸筒を把持する力の向きとが同じであることから、結果、筆記
端３１ａを突出状態で維持させるロック機構がなくとも、筆記端３１ａを突出させた状態
を維持して筆記を行うことができる。
【００４５】
　図１３Ｅの状態で押動体２４を押動する力を開放することにより、図１３Ｅから図１３
Ａの状態へ逆に作動しながら筆記端３１ａが軸筒２２内に没入し、再度キャップ体２５で
気密状態が保持され、インキ３４の乾燥が防止され、筆記端３１ａが保護される。
　尚、筆記端３１ａが没入する際には、コイルスプリング６の弾発力が筆記体２３を後退
させる力として働き、図１０に示したＯリング５４が筆記体２３に接していることからキ
ャップ体２５を後退させる力としても働き、キャップ体２５は挟持片５３がチューブ５２
の前方部を圧縮することで後退が先に規制されるが、筆記体２３は係止突部２３ｋがキャ
ップ体２５の係止受部２５ｋに当接されるまでコイルスプリング６の弾発力で後退し、キ
ャップ体２５の奥にまで没入することが可能である。
【００４６】
　本実施形態の出没式筆記具２１は、押動体２４をポリアセタール樹脂（ＰＯＭ樹脂）で
成形し、キャップ２５の挟持片５３を筒部５１と共にポリアセタール樹脂（ＰＯＭ樹脂）
で成形し、チューブ５２をポリテトラフルオロエチレン樹脂（ＰＴＦＥ）で成形する。尚
、チューブ５２は肉厚０．８ｍｍで外径１０ｍｍ（内径８．４ｍｍ）の円筒状であり、最
大外形寸法５ｍｍのペン先３１を、内部に触れさせることなく十分に収容することができ
る。
　また、チューブ５２と接触する挟持片５３の内方突部５３ｂの巾は１６ｍｍとしてあり
、チューブ５２の全幅を圧縮して密閉できるようにしてある。
　さらに、本実施形態の筆記体３１の筆記端３１ａは先窄みの板状であり、筆記端３１ａ
の両側（図面上下）に形成された平面部３１１ａ，３１２ａ（図６、図６Ｅ参照）が押動
体２４の移動方向に対し直交する方向に設けられていることから、押動体２４を親指で押
動した際に、その親指と同じ位置に筆記端３１ａの平面部３１１ａ，３１２ａが位置する
ことから、自然と線を引く際の筆記端３１ａの向き（筆跡が巾広くなる向き）で書き始め
ることが可能となり、蛍光マーカーなど板状の筆記端の筆記具において好適である。
【符号の説明】
【００４７】
１…出没式筆記具、
２…軸筒、
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２ａ…前端孔、
２ｂ…後端内面、
２１ａ…窓部、
２１ｂ…摺動面、
３…筆記体、
３ａ…後端、
３ｔ…当接部、
３１…ペン先、
３１ａ…筆記端、
３１１ａ，３１２ａ…平面部、
３１ｂ…軸部、
３２…インキ収容管、
３２ａ…細径部、
３３…尾冠、
３４…インキ、
３５…脚部、
４…押動体、
４ａ…押動部、
４ｂ…両側壁、
４ｃ…突部、
４１…前方斜面、
４２…後方斜面、
５…キャップ体、
５１…筒部、
５１ａ…前方部、
５２…チューブ、
５２ａ…開口部、
５ｔ…当接部、
５３…挟持片、
５３ａ…外方突部、
５３ｂ…内方突部、
５３ｃ…腕部、
５４…Ｏリング、
５５…脚部、
６…コイルスプリング、
１１…出没式筆記具、
１４…押動体、
１４ｃ…突部、
１４ｔ１，１４ｔ２…当接部、
１５…キャップ体、
１５１…前方斜面、
１３５…後方斜面、
２１…出没式筆記具、
２２…軸筒、
２２ｃ…駒部材、
２２ｄ…傾斜壁、
２２ｔ…筒部材、
２２１ｃ…溝部、
２３…筆記体、
２３５…押動斜面、
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２４…押動体、
２４ｄ…切欠溝、
２４ｔ…当接部、
２ｔ…筒部材、
２２１ｂ…摺動面、
２３ｋ…係止突部、
２５…キャップ体、
２５ｋ…係止受部。
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